
 

２ 転学手続きについて 

（１）小･中学校から県立特別支援学校への転学手続き 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 小・中学校に在学するもののうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者についても準

用する。 

（学校教育法施行令第１２条の２第２項） 

 

 

 

 

 

① 速やかに通知（様式Ｆ） 

                   

  

                               

 

        認定特別支援学校就学者の認定 

      ③ 就学通知  ③ 就学通知         をした場合 

         （様式Ｂ） （様式Ｃ）    

                          ② 速やかに通知（様式Ａ） 

                            学齢簿の謄本（奥書証明） 

 

 

                           

                        ③ 就学通知（様式Ｄ） 

 

 

 

 

                                 

 〈注〉次年度、転学の場合、新学齢児と同様、１２月末日までに通知すること。ただし、病気療養等

緊急の場合を除く。 

 ※ 次年度、転入学等が予想される場合、事前に、該当特別支援学校で教育相談を受けること   

（中学部入学者も同様とする）。 

 

ア 小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童生徒で、視覚障害者等になったもの

があるときは、（障害の程度が学校教育法施行令第２２条の３に規定する程度の者に限る）当

該学齢児童生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢

児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない｡ 

（学校教育法施行令第１２条第１項） 

イ 市町村の教育委員会は、アの通知を受けた学齢児童生徒のうち認定特別支援学校就学者の

認定をした者について、都道府県の教育委員会に対し、速やかにその者の氏名を通知しなけ

ればならない。 

                   （学校教育法施行令第１１条、第１２条第２項） 

ウ 都道府県の教育委員会は、イの通知を受けた学齢児童生徒について、その保護者に対し、

速やかに特別支援学校への就学を通知しなければならない。 

（学校教育法施行令第１４条） 

 

小・中学校の校長 

市町村教育委員会 保護者 

当該学校長 

県教育委員会 

教育支援委員会（仮称） 

改 訂 

送付先データ 



 

（２）県立特別支援学校から小･中学校への転学手続き 

① 認定特別支援学校就学者が視覚障がい者等でなくなった場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 速やかに通知（様式Ｇ） 

 

 

 

 

 

 

② 速やかに通知（様式Ｈ） 

                

 

 

 

 

 

③ 速やかに小・中学校への就学通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 特別支援学校に在学する学齢児童生徒で、視覚障害者等でなくなったもの（障害の程度が、学

校教育法施行令第２２条の３に規定する程度でなくなったもの）があるときは、その特別支援学

校の校長は、速やかに、その学齢児童生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨

を通知しなければならない。 

 （学校教育法施行令第６条の２第１項） 

イ 都道府県の教育委員会は、アの通知を受けた学齢児童生徒について、その学齢児童生徒の住所

の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その者の氏名及び視覚障害者等でなくなった旨

を通知しなければならない。 

（学校教育法施行令第６条の２第２項） 

ウ 市町村の教育委員会は、イの通知を受けた学齢児童生徒について、その保護者に対し、速やか

に、小・中学校への就学を通知しなければならない。 

 （学校教育法施行令第５条、第６条） 

特別支援学校長 

市町村教育委員会 

保護者 

県教育委員会 

校内就学指導委員会 



 

② 認定特別支援学校就学者の小･中学校への転学を判断する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 引き続き特別支援学校に        ① 速やかに通知 ④ 小・中学校に就学することが 

   就学することが適当であ         （様式Ｉ）     適当であると考える旨の通 

    ると考える旨の通知（様式Ｌ）                知の写し  

                                   

  

 

   

④ 引き続き特別支援学校に        ② 速やかに通知 ④ 小・中学校に就学することが 

就学することが適当であ         （様式 J）      適当であると考える旨の通知 

ると考える旨の通知（様式Ｋ）               （様式Ｍ） 

転入学通知の写し 

 

                      

                                   

 

《引き続き特別支援学校に就学することが         《小・中学校に就学することが 

適当であると判断した場合》                 適当であると判断した場合》 

 

                         ③ 就学通知 

                                                             

 

 

 

校内就学指導委員会 

教育支援委員会（仮称） 

ア 特別支援学校に在学する児童生徒で、在学する学校の校長が、障害の状態、教育上必要な支援

の内容、地域における教育の体制整備の状況等の変化により、住所の存する市町村の設置する

小・中学校に就学することが適当であると思料するものがある場合は、当該校長は、都道府県の

教育委員会にその旨を通知しなければならない。 

（学校教育法施行令第６条の３第１項） 

イ 都道府県の教育委員会は、アの通知を受けた学齢児童生徒について、市町村の教育委員会にそ

の旨及び氏名を通知しなければならない。 

      （学校教育法施行令第６条の３第２項） 

ウ ○市町村の教育委員会が、小・中学校に就学することが適当であると判断した場合 

   ・ 市町村の教育委員会は、当該児童生徒を小・中学校に就学することが適当であると判断

した場合は、保護者に小・中学校の入学期日等を通知しなければならない。 

      （学校教育法施行令第５条、第６条） 

  ○市町村の教育委員会が、引き続き特別支援学校に就学することが適当であると判断した場合 

   ・ 市町村の教育委員会が、引き続き特別支援学校に就学することが適当であると判断した

場合は、都道府県の教育委員会に速やかにその旨を通知する。 

  （学校教育法施行令第６条の３第３項） 

   ・ 都道府県の教育委員会は、当該特別支援学校長に、速やかに、その旨を通知しなければ

ならない。 

                  （学校教育法施行令第６条の３第４項） 

 

 

  

特別支援学校長 

市町村教育委員会 

小・中学校長 

県 教 育 委 員 会 

 

 



 

（３）県立特別支援学校間及び市立特別支援学校から県立特別支援学校への

転学手続き 
 

 

 

 

        ① 学校指定変更（転学）願 

         （様式Ｎ） 

 

 

 

③ 学校指定変更   

（転学）通知        ③ 学校指定変更（転学）通知 

（様式Ｏ）           保護者への通知の写し ② 学校指定変更（転学）願 

                  （様式Ｏ）           （様式Ｎ） 

                 

                                      

 

  

  

                                                         

③ 学校指定変更（転学）通知 

                                  保護者への通知の写し 

                                 （様式Ｏ） 

  

  

  

  

（４）県立特別支援学校から市立特別支援学校への転学手続き 

 
   ① 区域外就学願（様式Ｐ） 

 

 

② 就学承諾書 

 

① 区域外就学届（様式Ｑ） 

就学承諾書の写し 

 

 

 

② 区域外就学届の写し 

就学承諾書の写し 

保護者 
住所の存する 

市町村教育委員会 

当該学校 

特別支援学校 

校内就学指導委員会 

県教育委員会 

保護者 特別支援学校設置の市教育委員会 

居住する市町村教育委員会 

県教育委員会 


